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平
成
十
六
年
第
四
回
土
岐
市
議

会
定
例
会
が
、
九
月
一
日
か
ら
九

月
二
十
七
日
ま
で
、
二
十
七
日
間

の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。
今
定

例
会
で
は
、
平
成
十
六
年
度
土
岐

市
一
般
会
計
補
正
予
算
、
土
岐
市

総
合
計
画
審
議
会
設
置
条
例
の
改

正
条
例
、
土
岐
市
常
勤
の
特
別
職

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
改
正

な
ど
市
長
提
出
議
案
十
三
件
、
議

員
提
出
議
案
の
行
政
改
革
特
別
委

員
会
の
設
置
、
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
堅
持
に
関
す
る
意

見
書
及
び
地
方
分
権
推

進
の
た
め
の
「
国
庫
補

助
負
担
金
改
革
案
」
の

実
現
を
求
め
る
意
見
書

二
件
、
東
海
環
状
自
動

車
道
（
仮
称
）
土
岐
南

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の

名
称
に
関
す
る
決
議
を

審
議
、
そ
の
結
果
、
全

て
の
議
案
を
原
案
の
と

お
り
可
決
・
同
意
し
ま

し
た
。
な
お
、
請
願
一

件
は
継
続
審
査
と
な
り

ま
し
た
。

議
第
五
十
一
号
「
平
成
十
六
年

度
土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
」

歳
出
所
管
部
分
に
つ
い
て
「
土
岐

市
障
害
者
福
祉
計
画
と
老
人
保
健

福
祉
計
画
、
介
護
保
険
事
業
計
画

の
そ
れ
ぞ
れ
の
策
定
調
査
は
、
前

回
と
ど
う
違
う
の
か
」「
障
害
者

福
祉
計
画
策
定
の
調
査
対
象
者
と

内
容
に
つ
い
て
」
質
疑
が
あ
り
、

執
行
部
か
ら
「
前
回
の
障
害
者
福

祉
計
画
は
平
成
十
二
年
に
、
老
人

保
健
福
祉
計
画
と
介
護
保
険
事
業

計
画
は
平
成
十
五
年
に
策
定
さ
れ

た
。
今
回
は
新
た
に
策
定
す
る
た

め
の
調
査
で
、
調
査
項
目
は
今
後

調
整
し
て
い
く
」「
障
害
者
福
祉

計
画
は
、
一
般
の
方
と
障
害
者
の

方
と
は
調
査
内
容
は
別
に
な
る
」

旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
調
査
対
象
人
数
は
「
身
体

障
害
の
方
が
千
人
、
知
的
障
害
の

方
が
三
百
三
十
七
人
、
精
神
障
害

の
方
が
五
十
六
人
、
一
般
の
方
が

五
百
人
で
合
計
千
八
百
九
十
三
人

の
予
定
。

老
人
保
健
、
介
護
保
険
は
合
計

四
千
三
十
人
で
あ
る
」
旨
の
答
弁

が
あ
り
ま
し
た
。

議
第
五
十
二
号
「
平
成
十
六
年

度
土
岐
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
」
に
つ
い
て
は
、「
介
護

認
定
さ
れ
た
方
の
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
割
合
に
つ
い
て
」
の
質
疑
が
あ

り
、「
お
よ
そ
六
割
程
度
の
利
用
」

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
以
上
、

一
般
会
計
補
正
予
算
の
所
管
部
分

及
び
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
全
会
一
致
で

決
め
ま
し
た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
平
成
十
六
年
度

土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

二
号
）
中
歳
出
の
部
所
管
部
分

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

平
成
十
六
年
度
土
岐
市
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》

建
設
経
済
常
任
委
員
会
に
審
査

を
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な

審
査
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

市
内
施
設
へ
の
誘
導
案
内
看
板
を

土
岐
プ
レ
ミ
ア
ム
・
ア
ウ
ト
レ
ッ

ト
の
オ
ー
プ
ン
に
伴
い
設
置
す
る

事
業
、
ま
た
マ
イ
ク
ロ
波
焼
成
設

備
を
核
融
合
科
学
研
究
所
か
ら
下

石
陶
磁
器
工
業
協
同
組
合
が
借
用

し
、
事
業
を
展
開
し
て
い
く
補
正

予
算
の
審
査
を
し
ま
し
た
。

条
例
改
正
に
つ
い
て
は
、
環
境

障
害
者
福
祉
計
画
等

策
定
調
査
に
つ
い
て
の
審
査

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

産
業
観
光
支
援
事
業
等

に
つ
い
て
の
審
査
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基
本
法
、
水
質
汚
濁
防
止
法
及
び

下
水
道
法
等
の
規
定
に
よ
り
、
公

共
下
水
道
へ
の
排
水
に
つ
い
て
基

準
を
設
け
、
処
理
効
率
の
確
保
の

た
め
の
条
例
改
正
、
ま
た
公
衆
衛

生
の
確
保
を
図
る
た
め
公
衆
浴
場

に
対
す
る
優
遇
措
置
等
、
取
り
扱

い
を
明
確
に
し
た
条
例
改
正
の
審

査
を
し
ま
し
た
。

次
に
、
小
里
川
ダ
ム
の
完
成
に

伴
い
、
土
岐
川
防
災
ダ
ム
一
部
事

務
組
合
規
約
の
変
更
、
東
濃
農
業

共
済
事
務
組
合
規
約
の
変
更
に

つ
い
て
審
査
し
、
当
然
の
変
更

で
あ
る
旨
の
審
査
結
果
で
し

た
。十

六
請
願
第
二
号
に
つ
い

て
、
食
べ
物
の
安
全
性
に
つ
い

て
は
機
会
を
捉
え
て
安
全
の
働

き
か
け
が
必
要
で
あ
る
点
で
は

異
論
は
な
い
が
、
こ
の
請
願
項

目
に
は
、
国
の
法
令
ま
で
も
改

正
等
を
求
め
る
部
分
が
あ
る
こ

と
な
ど
や
食
品
安
全
委
員
会
の

審
議
の
動
向
な
ど
の
必
要
性
等

を
考
え
、
結
論
の
難
し
さ
な
ど

が
論
議
の
対
象
と
な
り
、
賛
成

多
数
で
継
続
審
査
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
「
食
品
安
全
行
政
の

充
実
を
求
め
る
国
へ
の
意
見
書

提
出
に
つ
い
て
の
請
願
書
」
に
関

し
て
は
、
趣
旨
に
つ
い
て
は
誰
も

が
異
論
は
な
さ
そ
う
で
す
が
、
文

面
に
理
解
し
が
た
い
部
分
の
多
か

っ
た
こ
と
な
ど
、
請
願
書
の
内
容

に
つ
い
て
、
も
う
少
し
時
間
を
か

け
て
審
議
し
た
ら
ど
う
か
と
の
意

見
が
多
数
で
し
た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
平
成
十
六
年
度

土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

二
号
）
中
歳
出
の
部
所
管
部
分

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

土
岐
市
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

土
岐
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一

部
改
正
《
全
会
一
致
・
原
案
可

決
》
▼
土
岐
川
防
災
ダ
ム
一
部
事

務
組
合
規
約
の
変
更
《
全
会
一

致
・
原
案
可
決
》
　
▼
東
濃
農
業

共
済
事
務
組
合
規
約
の
変
更
《
全

会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼
食
品

安
全
行
政
の
充
実
を
求
め
る
国
へ

の
意
見
書
提
出
に
つ
い
て
の
請
願

書
《
継
続
審
査
》

企
画
総
務
常
任
委
員
会
に
審
査

を
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な

審
査
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

一
般
会
計
補
正
予
算
で
は
、
四

九
、
六
二
四
千
円
の
追
加
で
、
歳

入
歳
出
総
額
を
二
一
、
二
九
七
、

九
二
四
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

歳
入
で
は
、
岐
阜
県
市
町
村
振
興

補
助
金
四
百
万
円
、
都
市
整
備
基

金
繰
入
金
一
、
三
五
〇
万
円
及
び

前
年
度
繰
入
金
三
二
、
一
二
四
千

円
の
歳
入
追
加
を
す
る
も
の
。
委

員
か
ら
岐
阜
県
市
町
村
振
興
補
助

金
の
算
出
根
拠
の
質
疑
が
な
さ

れ
、
執
行
部
か
ら
事
業
費
一
六
百

万
円
で
、
八
百
万
円
を
市
が
補
助

し
、
そ
の
内
四
百
万
円
が
県
か
ら

市
に
入
る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。次

に
土
岐
市
総
合
計
画
審
議
会

設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て
は
、
委
員
を
二
名
増

や
し
て
二
十
二
名
と
す
る
も
の
。

そ
の
理
由
等
の
質
疑
が
な
さ
れ
、

こ
れ
か
ら
は
市
民
と
の
協
働
が
市

政
運
営
の
方
向
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
公
募
委
員
と
し
男
女
一
名
づ

つ
を
増
員
す
る
も
の
。
な
お
公
募

者
は
総
合
計
画
に
つ
い
て
の
提
案

を
八
百
字
で
ま
と
め
て
提
出
い
た

だ
く
こ
と
。
十
月
一
日
広
報
と
き

で
公
募
掲
載
を
す
る
旨
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

土
岐
市
教
育
長
の
給
与
そ
の
他

の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
及

び
岐
阜
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当

組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
は
質

疑
な
し
。

最
終
日
に
追
加
提
案
の
土
岐
市

常
勤
の
特
別
職
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て
は
、
管
理
職
職
員
の

不
祥
事
に
関
し
、
市
長
と
し
て
の

責
任
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
市

長
の
平
成
十
六
年
十
月
の
給
料
月

額
を
百
分
の
十
減
額
す
る
も
の
。

こ
の
内
容
は
妥
当
な
も
の
か
と
の

質
疑
が
な
さ
れ
、
執
行
部
か
ら
市

長
は
三
〜
六
ケ
月
の
意
向
を
示
さ

れ
た
が
、
他
市
の
状
況
等
か
ら
一

ケ
月
が
適
当
と
判
断
し
た
旨
の
答

弁
が
あ
り
、
い
ず
れ
の
案
件
も
慎

重
な
審
議
の
結
果
、
全
会
一
致
で

可
決
し
ま
し
た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
平
成
十
六
年
度

土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算(

第

二
号)

中
歳
入
の
部
全
部
・
そ
の

他
所
管
部
分
《
全
会
一
致
・
原
案

可
決
》
　
▼
土
岐
市
総
合
計
画
審

議
会
設
置
条
例
の
一
部
改
正
《
全

会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼
土
岐

市
教
育
長
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務

条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

岐
阜
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組

合
規
約
の
変
更
　
▼
土
岐
市
常
勤

の
特
別
職
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
《
全
会
一
致
・

原
案
可
決
》

市
長
の
給
料
減
額
に
関
す
る

条
例
改
正
等
に

つ
い
て
の
審
査

企
画
総
務
常
任
委
員
会

マイクロ波焼成設備


